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佐
藤
運
雄
先
生
は
大
正
五
年
二
九
一
六
）
三
十
七
歳
で
東
洋
歯

科
医
学
校
を
創
設
し
、
（
日
本
橋
区
板
橋
本
町
四
十
三
）
、
大
正
八
年

（
一
九
一
九
）
校
舎
を
神
田
駿
河
台
に
移
転
し
、
大
正
九
年
（
一
九

二
○
）
、
財
団
法
人
東
洋
歯
科
医
学
専
門
学
校
と
し
て
認
可
を
受

け
、
大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）
、
日
本
大
学
に
合
併
し
、
日
本
大

学
専
門
部
歯
科
と
し
て
発
足
し
た
。
昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）
、

旧
制
の
大
学
と
し
て
認
可
さ
れ
、
日
本
大
学
歯
学
部
と
な
り
新
制

大
学
に
移
行
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
東
洋
歯
科
医
学
校
創
設

よ
り
八
十
六
年
を
経
過
し
て
い
る
。
佐
藤
は
学
校
長
、
初
代
歯
学

部
長
と
し
て
大
学
の
発
展
に
努
力
を
続
け
、
昭
和
三
十
九
年
（
一
九

六
四
）
八
十
五
歳
で
逝
去
し
て
い
る
。

今
回
は
日
本
大
学
歯
学
部
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
佐
藤
先

生
関
係
資
料
の
中
か
ら
主
と
し
て
歯
科
医
術
開
業
免
許
状
並
び
に

63

日
本
大
学
歯
学
部
創
設
者
佐
藤
運
雄
先
生

の
医
術
・
歯
科
医
術
開
業
免
状
に
つ
い
て

工
藤
逸
郎
・
三
宅
正
彦
・
見
崎
徹

医
術
開
業
試
験
免
状
を
中
心
に
報
告
す
る
。

佐
藤
は
明
治
一
二
年
二
八
七
九
）
十
一
月
一
八
日
近
藤
緑
次
氏

の
三
男
と
し
て
東
京
向
島
に
誕
生
し
た
。
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八

九
）
十
歳
で
東
京
日
本
橋
で
歯
科
を
開
業
し
て
い
る
佐
藤
重
氏

の
養
子
と
な
り
、
歯
科
と
の
関
係
が
始
ま
っ
て
い
る
。
佐
藤
は
東

京
府
立
一
中
を
経
て
明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
）
東
京
歯
科
医
学

院
（
現
東
京
歯
科
大
学
）
に
入
学
し
、
明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）

に
同
校
を
卒
業
し
、
同
年
十
月
二
十
二
日
医
術
開
業
歯
科
試
験
に

合
格
し
て
い
る
。

歯
科
医
術
開
業
試
験
に
合
格
し
た
翌
明
治
三
十
二
年
（
一
八
九

九
）
に
歯
科
医
術
開
業
免
状
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。
以
下
そ
の
免

状
を
示
す
。

「
歯
科
書
術
開
業
免
状

神
奈
川
県
平
民

佐
藤
運
雄

明
治
十
二
年
十
一
月
生

明
治
三
十
一
年
十
月
東
京
府
下
東
京
二
於
テ
試
験
ヲ
完
了
ス
因

テ
明
治
十
六
年
第
三
十
五
号
布
告
書
師
免
許
規
則
二
檬
リ
コ
ノ
免

状
ヲ
授
與
ス
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に
提
出
し
、
医
需

状
を
示
す
。

「
書
術
開
業
免
状

明
治
三
十
二
年
五
月
二
十
四
日

内
務
大
臣
西
郷
従
道

此
免
状
ヲ
勘
査
シ
第
四
百
七
十
一
号
ヲ
以
テ
書
籍
二
登
録
ス

内
務
省
衛
生
局
長
長
谷
川
泰
」

（
敬
称
略
、
一
部
略
字
使
用
）

明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
）
二
十
歳
で
徴
兵
検
査
を
受
け
甲
種

合
格
と
な
る
が
、
く
じ
逃
れ
で
兵
役
を
免
れ
た
。
そ
の
た
め
佐
藤

は
米
国
留
学
を
決
意
し
、
明
治
三
十
三
年
（
一
九
○
○
）
に
イ
リ
ノ

イ
州
レ
ー
キ
フ
ォ
レ
ス
ト
大
学
歯
科
に
編
入
学
し
、
明
治
三
十
四

年
二
九
○
一
）
四
月
三
十
日
に
同
校
を
卒
業
し
て
ロ
．
ｐ
ｍ
．
の
学
位

を
取
得
し
た
。

同
校
を
卒
業
後
ブ
ロ
フ
ィ
学
長
の
肝
入
り
で
シ
カ
ゴ
大
学
ラ
ッ

シ
ュ
医
科
大
学
第
三
学
年
に
編
入
学
し
、
明
治
三
十
六
年
（
一
九
○

三
）
六
月
十
七
日
に
卒
業
し
て
ロ
．
言
の
学
位
を
得
て
帰
国
し
た
。

明
治
三
十
七
年
（
一
九
○
四
）
に
は
同
校
の
卒
業
証
書
を
内
務
省

に
提
出
し
、
医
術
開
業
免
状
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。
以
下
そ
の
免

神
奈
川
県
平
民

佐
藤
運
雄

明
治
十
二
年
十
一
月
生

西
暦
千
九
百
三
年
六
月
北
米
合
衆
国
イ
リ
ノ
イ
ス
州
シ
カ
ゴ
大

学
校
ラ
ッ
シ
ュ
書
科
大
学
二
於
テ
受
領
シ
タ
ル
卒
業
ノ
証
書
諦
認

ス
因
テ
明
治
十
六
年
第
三
十
五
号
布
告
書
師
免
許
規
則
二
擦
り
此

ノ
免
状
ヲ
授
與
ス

明
治
三
十
七
年
十
二
月
七
日

内
務
大
臣
芳
川
顕
正

此
免
状
ヲ
勘
査
シ
第
一
万
九
千
二
十
一
号
ヲ
以
テ
書
籍
一
一
登
録

ス

内
務
省
衛
生
局
長
窪
田
静
太
郎
」

（
敬
称
略
、
一
部
略
字
使
用
）

以
上
の
免
状
は
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
の
免
許
規
則
に
よ
っ

て
い
る
。
そ
の
後
明
治
三
十
九
年
（
一
九
○
六
）
に
医
師
法
と
歯
科

医
師
法
が
完
全
に
分
離
さ
れ
た
の
で
、
こ
の
免
状
は
明
治
十
六
年

か
ら
明
治
三
十
九
年
ま
で
の
約
二
十
四
年
間
の
規
則
の
中
で
施
行

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
貴
重
な
資
料
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
日
本
大
学
歯
学
部
）


